
 神戸市旅館業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和８年３月31日  

神戸市長 久   元   喜   造  

神戸市規則第53号  

   神戸市旅館業法施行細則の一部を改正する規則  

 神戸市旅館業法施行細則（昭和60年３月規則第66号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第１号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式第１号（第２条関係） 

（ 第 １ 面 ）  

  

   

旅 館 業 営 業 許 可 申 請 書 

 

 

年   月   日 

 

 

  神戸市保健所長 宛 

 

 

 旅館業法第３条第１項による許可を受けたいので申請します。 

   

申請者住所（法人に

あっては、主たる事

務所の所在地） 

 

 

電話 (  )  －       

申請者氏名及び生年

月日（法人にあって

は、その名称及び代

表者の氏名） 

 

 

                                      

年   月   日生   

営業施設の所在地 

 

 

電話 (  )  －       

営 業 施 設 の 名 称 

  

 

 

営 業 の 種 別  □ 旅館・ホテル営業  □ 簡易宿所営業  □ 下宿営業 

１ 記入上の注意 

(1) この申請書は、本人又はその代理人が記入するものです。 

(2) 申請者は、太線枠内のみ記入してください。 

２ 添付書類 

   営業施設の構造設備を明らかにする図面（法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び営業施設の構造設

備を明らかにする図面）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （ 第 ２ 面 ）  

  

  

営 業 内 容 

１ 常時営業する普通の施設  ２ 特定の季節に限り営業する施設 

３ 交通が著しく不便な地域の施設  ４ 一時的に営業する施設 

５ 農林漁業体験民宿業を営む施設 

  

営 業 期 間 

（営業内容が２及び４の施設

に限る。) 

    年  月  日から    年  月  日まで    月間 

 旅館業法第３条第２項に

規定する事項該当の有・無 
有 

１ 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者と

して旅館業法施行規則で定めるもの 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは同法に

基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

３年を経過していない者 

４ 旅館業法第８条の規定により許可を取り消され、取消しの

日から起算して３年を経過していない者 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に

規定する暴力団員でなくなった日から起算して５年を経過し

ない者（第８号において「暴力団員等」という。） 

６ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

その法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、そ

の役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの 

７ 法人であって、その業務を行う役員のうちに第１号から第

５号までのいずれかに該当する者があるもの 

８ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

・無 

 敷地周辺おおむね100mの

区域内の旅館業法第３条第

３項各号に規定する学校等の

施設の有・無 

  施設の名称               距離 

 

 

有                              ・無 

  学校等がある場合にあ

っては、その施設の名称

及び敷地との距離 

  

 敷地が風営法施行条例第２

条第３号及び第４号に規定

する地域内にある場合にあっ

ては、敷地周辺200mの区域内

の風営法第28条第１項に規定

する施設の有・無 

  施設の名称 

 

 

 

有                              ・無 

  施設がある場合にあっ

ては、その施設の名称 
  

管 理 者 

住 所 
  

 

氏 名 

生年月日 

  

年    月    日生 

建築物の構造及び工事の種別 造  階建 
工事の種別 

既設・新築・増築・改築・用途変更・模様替 

施 設 の 状 況 
年  月  日着工 

年  月  日完成 

用途地域 

地域 

敷地面積        m２ 建築延べ面積        m２ 営業施設延べ面積      m２ 

客 室 数  

（ 定 員 合 計 ）  

 合計室数 合計定員 簡 易 宿 所 営 業 の 場 合 

１人用 室 人 
多数人で共用する

客室の寝室面積 
計（ ）㎡ ２人用 室 人 

３人用 室 人 

（  ）人用 室 人 

多数人で共用しな

い客室の寝室面積 
計（ ）㎡ 

（  ）人用 室 人 

（  ）人用 室 人 

合計 室 人 

  



 （ 第 ３ 面 ）  

  

  

 

構

造

設

備

の

概

要

（

旅

館

・

ホ

テ

ル

営

業

） 

施

設

一

般 

構 造 

施設は、玄関、客室その他宿泊者等の用途に供する施設を一体的に管理する

ことができる構造であること。 
適・不適 

  

共同住宅の一部で旅館業を営む場合にあっては宿泊者の区画と共同住宅の住

民の区画とを明確にすること。 
適・不適 

旅館業を営む者が当該共同住宅の共用部分であって、かつ、宿泊者が使用で

きる部分の管理を行うことができる。 
可・不可 

排 水 設 備 有（                       ）・無 

施設の外壁、屋根等の外観の形状、色彩等 

 

別 添    立 面 図 の と お り 

 

施 設 の 外 部 の 広 告 物 

 

別 添    立 面 図 の と お り 

 

給 水 設 備 
上 水 道 受水槽  有（   ｔ）・無 飲用  適･不適 

そ の 他     別添書類のとおり 

寝 具 類 の 保 管 設 備 

客室外の適当な場所に、当該施設の規模及び収容人員

に応じた量の寝具類を衛生的に保管することができ

る保管室又はこれに類する収納設備を有すること。 

有 

設置場所 

・無 

玄

関

帳

場 

駐車施設、玄関帳場及び個々の客室の位置

関係 

駐車施設から玄関帳場を経由せず直接個々の客室へ出入りすることのでき

る構造でないこと。 別添平面図 

のとおり 

 

設 置 場 所 宿泊者等の出入りを直接確認できる場所に設けられていること。 

設 置 箇 所 数 

１施設につき１箇所とすること。ただし、当該施設の規模その他の事情を

考慮して、宿泊者等の出入りを直接確認する上で支障がないと認められる

場合は、この限りでない。 

（  ）箇所 

 
見 通 し 

玄関帳場及びその周囲には、宿泊者等の出入りを容易に見通すことができ

なくなるようなカーテン、囲い等が設けられていないこと。 

別添展開図 

のとおり 
受 付 台 

玄関帳場の受付台は、事務を執るのに適した広さを有し、宿泊者等と従業

者が直接面接することができる構造であること。 

 

 受付台の上方には、１メートル以上の高さの空間があること。 

上方の空間 （    ）m 

事 務 室 等 
必要に応じて、玄関帳場に接する事務室その他の宿泊者等との面接に係る

事務を処理するための居室が設けられていること。 
有・無 

鍵 等 の 収 納 設 備 
必要に応じて、玄関帳場に、客室を開閉するための鍵その他これに類する

ものを収納するための設備が設けられていること。 
有・無 

 
照 明 設 備 

玄関帳場及びその周辺に、宿泊者等との面接に適した照度を有する照明設

備が設けられていること。 
有・無 

 
宿 泊 者 名 簿 記 載 設 備 

玄関帳場に、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載するための設備が設

けられていること。 
有・無 

客 室 案 内 板 等 

客室の扉を自動的に施錠し又は開錠することができる装置と連動した客室

案内板その他の設備であって玄関帳場での宿泊者等との面接を妨げる設備

が設けられていないこと。 

有・無 

 

玄

関

帳

場

代

替

設

備 

宿泊者名簿を正確に記載する設備  宿泊者名簿の正確な記載を可能とする設備を備えていること。 有・無 
 

 
鍵 の 適 切 な 受 渡 し が 可 能 な 設 備  

宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡しを可能とする設備を備えているこ

と。 
有・無 

 

 管 理 事 務 所 
 

当該施設へおおむね10分以内で駆け付ける

ことができる範囲内に、宿泊者等の確認を

行うことができる事務所（管理事務所）を

設けること。 

所在地 （                         ） 

別添書類 

のとおり 

 

施設への移動手段（                     ） 

管理事務所から施設までの移動に要する時間（    ）分 

 

出入りの状況・本人確認を行う設備  

施設への出入りの状況の確認を鮮明な画像により行うことができるビデオ

カメラその他の撮影機器（以下「ビデオカメラ等」という。）及び宿泊しよ

うとする者の本人確認を鮮明な画像により行うことができるビデオカメラ

等を設置すること。ただし、対面でのみ面接を行う施設については、本人確

認用のビデオカメラ等の設置を要しない。 

有・無 

 
通 話 機 器 

当該施設及び管理事務所に双方の間で連絡を取ることができる通話機器を

設置すること。 
有・無 

 

 

表 示 

当該施設の出入口に、当該施設の名称及び営業者名、管理事務所の所在地

並びに事故が発生したときその他の緊急を要する事態が発生した場合に対

応する者の連絡先が表示されていること。 
有・無 

 管理事務所の出入口に、当該管理事務所が当該施設の一部である旨、当該

施設の名称及び所在地並びに事故が発生したときその他の緊急を要する事

態が発生した場合に対応する者の連絡先が表示されていること。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 第 ４ 面 ）  

  

 
構

造

設

備

の

概

要

（

旅

館

・

ホ

テ

ル

営

業

） 

入

浴

設

備 

入 浴 設 備 の 規 模 
入浴設備のない客室の数（定員）の合計 

室（     人）  

共同用の入浴設備の有・無 

無の場合、近接の公衆浴場名 

（      ） 

 

共

同

用

の

入

浴

設

備

（

設

け

る

場

合

） 

階 階 階 階 階 

男 ・ 女 の 別     

外 部 か ら の 見 通 し 

（ 見 通 せ な い こ と 。 ） 
適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 

水 着 等 の 着 用 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

換 気 上 有 効 な 窓 

（ 換 気 上 有 効 な 機 械 換 気 設 備 ） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

浴 室 

（脱衣室を

除く。） 

床 面 積 m２ m２ m２ m２ 

汚水が流入しない浴槽 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 

脱 衣 室 

床 面 積 m２ m２ m２ m２ 

衣 類 用 保 管 設 備 

 入浴者ごとに区分して 

保管できるもの 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

洗 面 設 備 有（ 個）・無 有（ 個）・無 有（ 個）・無 有（ 個）・無 

  

洗

面

設

備 

洗 面 設 備 の 規 模 
洗面設備のない客室の数（定員）の合計 

室（    人） 
共同用の洗面設備の 有・無 

 

共
同
用
の
洗
面
設
備
（
設
け
る
場
合
） 

階 階 階 階 階 階 階 

設 置 場 所 

（宿泊者の利用しやすい場所） 
別 添 平 面 図 の と お り 

洗面器 

 

材 料 

（不浸透性材料であること。） 

 

            

 

流 水 受 槽 式 

 

適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 

便

所 

便 所 の 規 模 
便所がない客室の数（定員）の合計 

室（    人） 
共同用の便所の有・無 

方 式 

（水 洗 式 で あ る こ と。） 
    式 

共
同
用
の
便
所
（
設
け
る
場
合
） 

階 階 階 階 階 階 階 

男 ・ 女 の 別             

流 水 式 手 洗 い 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

手 指 の 消 毒 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

換 気 上 有 効 な 機 械 換 気 設 備 又 は 窓 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

便器の個数 
大 便 器 個 個 個 個 個 個 

小 便 器 個 個 個 個 個 個 

設置場所が法第３条第３項各号に掲げる施設の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含

む。）の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興

若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他

の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 

有        ・無 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（ 第 ７ 面 ）  

  

 

構

造

設

備

の

概

要

（

簡

易

宿

所

営

業

） 

入

浴

設

備 

入 浴 設 備 の 規 模 
入浴設備のない客室の数（定員）の合計 

室（     人）  

共 同 用 の 入 浴 設 備 の 有 ・ 無 

無 の 場 合 、 近 接 の 公 衆 浴 場 名 

（      ） 

 

共

同

用

の

入

浴

設

備

（

設

け

る

場

合

） 

階 階 階 階 階 

男 ・ 女 の 別     

外 部 か ら の 見 通 し 

（ 見 通 せ な い こ と 。 ） 
適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 

水 着 等 の 着 用 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

換 気 上 有 効 な 窓 

（ 換 気 上 有 効 な 機 械 換 気 設 備 ） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

有 ・ 無 

（有 ・ 無） 

浴 室 

（脱衣室を除

く。） 

床 面 積 m２ m２ m２ m２ 

汚 水 が 流 入 し な い 浴 槽 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 適 ・ 不適 

脱 衣 室 

床 面 積 m２ m２ m２ m２ 

衣 類 用 保 管 設 備 

 入浴者ごとに区分して 

保管できるもの 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

洗 面 設 備 有（   個）・無 有（   個）・無 有（   個）・無 有（   個）・無 

  

洗

面

設

備 

洗 面 設 備 の 規 模 
洗面設備のない客室の数（定員）の合計 

          室（    人） 
共同用の洗面設備の有・無 

 

共
同
用
の
洗
面
設
備
（
設
け
る
場
合
） 

階 階 階 階 階 階 階 

設 置 場 所 

（宿泊者の利用しやすい場所） 
別 添 平 面 図 の と お り 

洗面器 

 

材 料 

（不浸透性材料であること。） 

 

            

流 水 受 槽 式 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 

便

所 
便 所 の 規 模 

便所がない客室の数（定員）の合計 

室（    人） 
共同用の便所の有・無 

方 式 

（水 洗 式 で あ る こ と。） 
    式 

共
同
用
の
便
所
（
設
け
る
場
合
） 

階 階 階 階 階 階 階 

男 ・ 女 の 別             

流 水 式 手 洗 い 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

手 指 の 消 毒 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

換 気 上 有 効 な 機 械 換 気 設 備 又 は 窓 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

便 器 の 個 数 
大 便 器 個 個 個 個 個 個 

小 便 器 個 個 個 個 個 個 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 第 ９ 面 ）  

  

  

  

構

造

設

備

の

概

要

（

下

宿

営

業
） 

便

所 

 

便 所 の 規 模 

 

便所がない客室の数（定員）の合計 

室（    人） 
共同用の便所の有・無 

  

 

方 式 

 

方式        やむを得ない理由 

水洗式・その他（        、             ） 

共

同

用

の

便

所

（

設

け

る

場

合

） 

階 階 階 階 階 階 階 

男 ・ 女 の 別             

流 水 式 手 洗 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

手 指 の 消 毒 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

換 気 上 有 効 な 機 械

換 気 設 備 又 は 窓 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

便器の個数 
大 便 器 個 個 個 個 個 個 

小 便 器 個 個 個 個 個 個 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 第 1 0面 ）  

  

  

 

構

造

設

備

の

概

要

（

簡

易

宿

所

営

業

及

び

下

宿

営

業

）

 

客

室 

階 階 階 階 階 階 階   

客 室 名 及 び 表 示 の 有 無 、 
有

無 
、 

有

無 
、 

有

無 
、 

有

無 
、 

有

無 
、 

有

無 

性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具

その他の物品 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

出 入 口 の 構 造 

（宿泊者が自由に開閉できること。） 
可・不可 可・不可 可・不可 可・不可 可・不可 可・不可 

客室内で宿泊料の支払いができる設備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

床 面 の 材 質       

床 面 積 

（ 浴 室 ・ 便 所 等 を 含 む 内 法 面 積 ） 
m２ m２ m２ m２ m２ m２ 

定 員 人 人 人 人 人 人 

換 気 上 有 効 な 窓 又 は 換 気 口 

（ 換 気 上 有 効 な 機 械 換 気 設 備 ） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

直 接 外 気 に 接 す る 採 光 窓 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

寝室（浴室・便所等を除く。）の床面積（内

法面積） 

（簡易宿所営業にあっては１人当たり 

2.25㎡以上、下宿営業にあっては１人当た

り4.5㎡以上） 

 

m２ 
 

m２ m２ m２ m２ m２ 

寝

具
 

寝 台 ・ 敷 き 布 団 の 別 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

寝 台 

・ 

敷 き 布 団 

大 き さ の 別 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

幅1.4m未満 

（  個） 

幅1.4m以上 

（  個） 

階

層

式

寝

台

（

設

け

る

場

合

） 

寝 台 数 台 台 台 台 台 台 

階 層 

（２層式であること。） 
層 層 層 層 層 層 

上 段 と 下 段 の 間 隔 

（おおむね１m以上あること。） 
m m m m m m 

上 段 と 上 方 の 空 間 

（おおむね１m以上あること。） 
m m m m m m 

堅 固 な 階 段 又 は は し ご 

（上 段 寝 台） 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

照 明 設 備 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

構 造 

衛生的な空気環境を保つことが

できる構造であること。 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

幅 

（0.9m以上であること。） 

長 さ 

（1.8m以上であること。） 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

入

浴

設

備 

入 浴 設 備 の 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

客 室 外 部 か ら の 見 通 し 

（ 見 通 せ な い こ と 。 ） 
適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 

水 着 等 の 着 用 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

換 気 上 有 効 な 窓 

（換気上有効な機械換気設備） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

有 ・ 無 

（有・無） 

洗
面
設
備 

材 料 

（不浸透性材料であること。） 
            

流 水 受 槽 式 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 

便
所 

洋 ・ 和 式 の 別 洋・和 洋・和 洋・和 洋・和 洋・和 洋・和 

換気上有効な機械換気設備又は窓 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市旅館業法施行細則様式第１号の様式による用

紙は、当分の間、なお使用することができる。 


